
様式第1－1号

書支出証拠

名・議員氏采

、

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

1／2

領収書金額(a)案分の理由

政務活動･後援会活動で

使用のため案分する。
25,000円％50,000円

鑿理番号

経費項目 調劃i霜研修費広聴広報費欝識鰐雛鱸会議費費料鰄費熱勤費事務費睡)人件費

内 容 事務所賃借料

年月 日 令和4年4月1日～令和4年4月30日 金額 25,000円

目的 政務活動を行うための事務所の賃借

使途 4月分賃間斗

』巽1万f貞男U ・

県政との
日日2＝牌↓－

く領収書貼付枠＞

【領収証】

静岡県議会議員河原崎聖

金額

2022年S月 ､j/日
様

¥50,000

但 日本連合警備貸店舗 A201号室2022｡4月分賃料

㈱ティーオーケ
代表取締役大場
島田市幸町12-20
m(0547)37-1333
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様式第1－1号
鑿理番号 ’' 2-7-4-必

書支出証拠

（全派楽．義邑氏楽自民改革会議・河原崎聖）

’
‐

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

1／2

領収書金額(a)案分の理由

政務活動･後援会活動で

使用のため案分する。
1,753円％3,505円

経費項目 胃艫研ｦ蹟･研修費･肱蝋蒔蹟･癖朧議鋤費･会議費･資料{鱸･資繩静費･事務費趣）人件費

内 容 事務所電気料金

年月 日 令和4年4月21日～令和年月 日 金額 1,753円

目的 政務活動を行う事務所の電気料金

使途 4月分電気料金

＝q刀1日＝J

県政との

＜､T具Ⅸ言F1白1J枠＞

「

3,505円×1/2=1,752.5円=1,753円
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お童懲悶日腫[－5戸~詞です･ お童訟鯛日を過ぎてお童鱗いいただいた鶴合は、
延滞利息(年利10%)を､お支払いの日以降の料金とあわせてご謂求いたします。
ただし､ご家庭や商店など低圧の兎気をお使いいただいているお客さまが､お支払期日の翌日#ら‐

10日目までI酷支払いいただいた埋合は､延瞬ﾘ恩を申し受けません．

払込開遜の鋤蛎隈憾[一頭云司となっております．
中部電力ミライズ株式会社カスタマーセンター

|‐ （ゆうちよ銀行）
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」 更用期Ⅱ 3j 3月31日(日程01 )’

容量
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ご使用量

kWh

－－↓－ゞ ’ 70

| I

｜ ’

上配 額の内訳(円）

’ 31505

I 1
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日 附 印

0570－048－155

(携帯電話･PHSからもご利用いただけます｡）



様式第1－1号

謬垂番号 ’' 2－7－4－、ナ

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

領収書金額(a) 案分率(b) |政務活動費支出額(a×b)案分の理由

政務活動･後援会活動で

使用のため案分する。

経費項目 司踏研引潰･研修費･I輔広報費･野調誇踊憤含譲資料l"･騨陶蹟蘂費歴峠費
内 容 事務所ガス料金

年月 日 令和父年4月21日～令和年月 日 金 額 1,344円

目的 政務活動を行う事務所のガス料金

使途 4月分ガス料金

政務活動．

県政との

関連性

冬､､貝lk青貝白1,｣ｲギグ

2,468円十振込蓉料220円＝2,688円

2,688×1/2=1,344円

ロ

06．

……
ご利用ありがとうございます｡
内容をご確認いただきお持ち帰りください｡

520.38 （裏面もご覧ください）
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皿~日ノuﾉﾛ山 ”、pHエロ一J

06J

銀行番号 店番号 科目 口座番号

＊＊*＊ *＊*1 ＊＊ ＊＊＊＊***＊＊* :

お取扱店 お il内容 お取引金額

0172 i信
F刺霜

振込 ￥2，46（

p…眠拡1 JL Uu西 U ､色 LULULUdU」U《

、

；つ 残 高

'ツシガ 手数料

￥22〔

時刻

0，2t

1

0012

お取扱い
できない場合

1ス､､オカ

Fシ恥エヲ蝿

普通7006

l)キョウェイカ、ス様

】ヮぅゥいキキョヵ帆ムショ様
.ELO547365700

2,688円

1／2

％ 1,344円



様式第1－1号
…号 ’2－7－4－

書支出証拠

ｲ全派楽．誌邑氏牟i 白民改革会議・河原崎聖）

｣

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

／

領収書金額(a)案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。
1,100円100％1,100円

経費項目 調査職費確費広聴広報費･癖陳儲繍婚会議雷･資料臓蹟鐙睦夢事務費蒻翻脅碓費

内 容 参考雑誌購入

年月 日 令和4年4月4日～令和年月 日 金額 1,100円

目的 全国的な地方自治に関する情報の把握

使途 月刊ガバナンス4月号

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。

、T貝lf=Igrl,J1千〃

領 収 証

泡 _瞳
＆聖年筆月α日

内 訳

コクヨ ウケー1“8

宮村
島田市阪本
TEL(0547)

聿
巨

1384

38－



様式第1－1号
…番号 ’2－7－4－ざ

書支出証拠

議員氏毛

1

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

／

領収書金額(a)案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。
1,480円100％1,480円

経費項目 高睦聯繧冊修費･広聴広報費･舞朧欝露会議費鮮M鰔費鐙瞳診事務費･調翔漬･人件費

内 容 参考雑誌購入

年月 日 令和4年4月4日～令和年月 日 金額 1,480円

目的 政治経済情勢に関する情報の把握

使途 週刊ダイヤモンド4/9.16号､週刊東洋経済4/9号

…力1口割

県政との

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。

、､T県州,瘡只p1､｣1千・/〆

I

領収証

河原埼壁一桂
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様式第1．－1号

書支出証拠

罵旨氏采

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

／

領収書金額(a)案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。
699円100%699円

整理番号

－

経費項目 調査聯繧研修費戯諏認費鋳鋼靜嗣漬会議費資濃w情潅喧遡診事務費･詞翔漬･人件費

内 容 参考雑誌購入

年月 日 令和4年4月7日～令和年月 日 金額 699円

目的 政治経済情勢に関する情報の把握

使途 週刊ｴｺﾉﾐｽﾄ4/12号

』里4万1口罫j ‐

県政との

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。



様式第1－1号
謹蒼碆号 ’' 2-7-4-ク

書支出証拠

名 自民改革会議・河原崎聖議員E

八一.－－八‘チー， 、 －ﾉ、訪尹/L､ I TWv奉拝詞,窪寺ﾄ凹矩イロY1､1

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

経費項目 識鋼霜研修費…費蕊繍識鰻会議費資料艤 事務費･蕊翻漬･人件費

内 容 参考雑誌購入

年月 日 令和4年4月11日～令和年月 日 金額 780円

目的 政治経済情勢に関する情報の把握

使途 プレジデント4/29号

政務活動

県政との

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。

、l鐸r降雪"弓ﾄﾛ ﾛ里 』 U”

領 収 証

泡豊_瞳 aﾕ年幸月／／日

菫雲三雲三三三

内 訳

コクヨ ウケー1“8

但寮ﾌ'し毒‘し}-今/参7号
上記正に領収いたしました

蔦鰡率蔦■
TEL(0547)38-007R

1

780円

／

100％ 780円



様式第1－1号
2－7－4－ざ蕊理番号

書支出証拠

議員氏采

L－
壼而華雷雨一「 奏令率(b) |政務活動費支出額(a×b)

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

経費項目 調剤f’讃研修費広聴‘熱費燕鰐翻潰会議費誹M鰄費 事務費事翻費人件費

内 容 参考雑誌購入

年月 日 令和4年4月11日～令和年月 日 金額 1,068円

『

目的 全国的な福祉政策に関する情報の把握

使途 月刊福祉5月号

政務活動

県政との

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。
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卜訊正に領収致しました

㈱島田書
代表取締役佐塚照
島田市旗指499－
外商<0547)35-6074
FAX<0547)37-2966
秘ずき店<0547)35-3020
FAX(0547)35-5020
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1,068円

／

100% 1,068円



様式第1－1号

書支出証拠

議員E

一勺

歪珪
一門

沓方

経費項目 譲聯蟻研修費圃紘報費蕊調謂鎚簔議鋼糾峠 事務費･謡銅漬･刈牛費

内 容 参考雑誌購入

年月 日 令和4年4月11日～令和年月 日 金額 699円

目的 政治経済情勢に関する情報の把握

使途 週刊エコノミスト4/19号

理ざ4弱1画鐸J ‐

県政との

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収計 茅金額(a)

699円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

699円



様式第1－1号
…番号 ’2－7－4－／0

書支出証拠

議員医

経費項目 計踏研究費研修費風離報費霞諦群諦婚会議費･資料愉蹟壁墜診事務費･詞翔漬･人件費

内 容 参考雑誌購入

年月 日 令和4年4月18日～令和年月 日 金額 730円

目的 政治経済情勢に関する情報の把握

使途 週刊東洋経済4/23号

政務活動

県政との

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。

く領収書貼付枠＞
1

領収証

河辱､崎聖一錘

¥ '730－
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年學月/g-日

本代､僻ぅ秘塔耀J;)
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代表取締役佐塚照
島田市旗指499－

外商く0547>35－6 07

FAX(0547>37-29
花みずき店く0547>35-3
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02

FAX<0547>35-5020

■

政務活動費支出額(a×b)

730円

／

100％ 730円



様式第1－1号

支出証拠書

Z隼会誘

歪唾宙万

経費項目 調査職費研修費蝿蒔蹟醗熊報鱸‘会議費鮮w儲蹟趣翌診事務費･事翻潰人偶賓

内 容 参考雑誌購入

年月 日 令和4年4月25日～令和年月 日 金額 75()円

目的 政治経済情勢に関する情報の把握

使途 週刊エコノミスト5/3.5/10合併号

号q刀1円割

県政との

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。
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4

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

750円

案分率(b)

／

100％

』奥4労{1．男U宜一X山口貝、己／、Uノ

750円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

轄理番号

経費項目 調認形費確費劇繊熱費蕊調靜簡殿会議費鮮w肩鐙趣菖l夢事務費調繍費人件費

内 容 参考雑誌購入

年月 日 令和4年4月25日～令和年月 日 金額 780円

目的 政治経済情勢に関する情報の把握

使途 プレジデント5/13号

政務活動.

県政との

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。

20 一連NoOOOOO4
領収NoOO3796

-シンマ／＝一 1勺、

I¥780-
(但しブ･しジデレト、 として

能考 正に領収致しました）

ゞ…鰯ご講聯幾厘‘,叢，宮村書

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

780円

案分率(b)

／

100％

…力1口罫冥へ卜判醍、“〃、Uノ

780円



様式第1－1号

…喜司｢百三ﾃﾆZ=ﾌ奇1

書支出証拠

議員氏宅

経費項目 調査砺讃･研修費広聴醗費･覇熊報鱸･会議費騨侑績鐙鍾診事務費･調翔漬･人件費

内 容 参考雑誌購入

年月 日 令和4年4月25日～令和年月 日 金 額 2,110円

目的 政治経済情勢に関する情報の把握

使途 週刊ダイヤモンド4/30.5/7合併号､週刊東洋経済4/30･5/7号､Wedge5月号

政務活動．

県政との

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。

、洞興Ⅸ青貝向1,｣ｲ午〃＞
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

2, 110円

案分率(b)

／

100％

唾｡河口割還呆四頭、a〆、リノ

2,110円



様式第1－1号
…号 ’2－7－4－／

書支出証拠

ｨ全派楽．義邑氏楽白民改革会議・河原崎聖）

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

／

領収書金額(a)案分の理由 、

全て政務活動にかかる

ものである。
7,128円100%7,128円

経費項目 調鋤罐研修費広鴫蝿費霧鯛謂翻賢会譲舞M賊費鍾魑診事務費事翻賢人僻費

内 容 書籍購入

年月 日 令和4年4月27日～令和年月 日 金額 7,128円

目的

(1)公務員の長期的な育成方法､仕事へのモチベーションの引き出し方など、働きや7
い組織とするための知見を得る。

(2)公務員が政策担当者として、現場での業務に必要なマーケテイ
方などの知見を得る。

ングの基本的な考え

(3)コロナ対策においての医療提供体制の改革､財政と経済の持続性の問題等に対して
の正け諾ｵ議員についての知見を得る。

使途
(1)公務員のためのマネジメント教罪陰(2)公務員のためのマーケテインク諏魯+言
(3)ポストコロナの政策構想

政務活動・

県政との

関連性

(1)公務員の長期的な育成方法､仕事へのモチベーションの引き出し方など､働きやすい
組織とするため、 (2)公務員が政策担当者として､､現場での業務に必要なマーケティング
の基本的な考え方など、 (3)コロナ対策においての医療提供体制の改革､財政と経済の持
続性の問題等に対しての政策構想についての知見を得て、県政の諸課題の改革軸恒策の方
向桙に牛力rす”
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様式第1－4号

整理番号 ’'2-7-4-／ざ

支出諏処書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）【 4 月分】

総走行距離C=B一A紅
一
日

唯
一
月

丘
一

率
一
年

公
「
’

･前回給油(領収書貼付効A

年 月 日

区分

年月日

走行E鴎佳
kmkmkm

＜領収書貼付枠〉ツム
2,071円×1/2＝1,035.5円=1,036円

＜領収書貼付枠〉ツム
2,071円×1/2＝1,035.5円＝1,036円
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政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

1／2

領収書金額(a)案分の理由

政務活動と後援会とで案分

する。
1,036円％2,071円

鮭費項目別

経費項目

事務費

充当詞

※単価による充当方式 ：単価（円） ×定1丁熾佳 (kmノ

※領収書による充当方式
・積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行IERi (km)/総走行距離（上記C) (m)

騨一､1,面門‘ . ！ ,八，一エマーノ1－1【口書△_藷／1，， vぎ言､I妬R旦蒔室11△．

走行慨難(km) 積算方法※ 充当額（円）

円× 1rm/ km 1,036

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますb 議員氏名



様式第1－4号

支出証拠書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）【 4月分】

く領収書貼付枠＞ヅア
『

3,864円×1/2＝1,932円
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区分 前回給油(領収書貼付分)A 今回(画丘の)給油B 総走行足鴎佳C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当額）

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×君了IMf (Im)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円） ×走行踊離＆皿）／総走行距離(上記c) (Im)
､充当限彦割合による案分：領収書金額（円） ×充当限度割合

君ﾃREf(km) 積算方法※ 充当額（円）

円× km/ km 1,932

＜支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますb 議員氏名

案分の理由

政務活動と後援会とで案分

する。

領収書金額(a)

3,864円

案分率(b)

1／2

％

号到刀】H…二杢陛 函Ra〆、Uノ

1,932円



様式第1－4号

支出調処書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）【 4 月分】

く領収書貼付枠〉ヅザ
4,283円×1/2＝2,141.5円＝2,142円

く領収書貼付枠〉ヅザ
4,283円×1/2＝2,141.5円＝2,142円
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区分 前回給油帳収書貼付分)A 今回値近の)給油B 総走行f鴎佳C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

君予促鴎佳 km km km

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円） ×走行跳難qm)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円） ×走行距離0Km)/総走行距離(上記C) CKm)
, 、1，斤ロロ .｡， 一二〃』へ刀一Lマー〃、 壁01 . ．÷、八鋸'm， 、グ圭今、11両目…『Iへ

君了睡f(km) 積算方法※ 充当額（円）

円× km/ km 2,142

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますb 議員氏名

案分の理

政務活動

する。

由

と後援会とで案分

領収書誉金額(a)

4,283円

朱ｸプ学(Dノ

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

2,142円



様式第1－4号

支出証拠書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）【 4月分】

く領収書貼付枠〉嫉’

6,562円×1/2＝3,281円
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軽埋杳-号

区分 前回給油願収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行踊誰C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行 :巨離 km km 1<Tn

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行距離(km)

※領収書による充当方式

.積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行距離(km)/総走行距離（上記C) (km)

君TIEMt(km) 積算方法※ 充当額（円）

円× km/ km 3,281

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します6 議員氏名

案分の理由

政務活動と後援会とで案分

する。

領収書金額(a)

6,562円

案分率(b)

ﾕ／2

％

學4力1口割異禿山鴫、α”、リノ

3,281円



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

ｘ 画 可 ■一・
＝

声＝ 舍号 2－7－4－/夕

経費項目 鹸査研究動・ 研修費

内 容 日本防災士会年会費

年月 日 令和傑年4月5日～ 年 月 日 金額 5,262円

会の趣旨.

目 的
地域防災の向上

会の活動

内容等
防災啓発活動、防災に関する研修､被災地の支援活動

政務活動.

県政との

関連性

日本防災士会の中に地方議員連絡会があり、会員相互の交流と情報交換を行うことで、

今後の地域防災力の向上が図られる･

、､11貝HX＝ロI

年会費

u1千〃′
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漏丞手数料262円 : I
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案分の理由

政務活動に資する団体会

費のため、全額充当する。

領収書金額(a)

5,262円

案分』 z(b)

／

100％

麩d河口勤真玉隆 額(a×b)
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様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

議員氏堰 Z学会諄

…5,262円

戻戻＝

墾坦 沓-号

経費項目 鹸査研究診研修費

内 容 日本防災士会年会費

年月 日 令和3年4月5日～ 年 月 日 金額 5,262円

会の趣旨．

目 的
地或防災の向上

会の活動

内容等
防災啓発活動、防災に関する研修､被災地の支援活動

嘩
騨
活動.

との

関連性

日本防災士会の中に地方議員連絡会があり、会員相互の交流と情報交換を行うことで、
今後の地鯛坊災力の向上が図られる。

、、 ･n貝乢又青貝口'1,｣1千"

年会費 5,000 円
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特定非営利活動法人日本防災士会定款

第1章総則
（名和

第1条この法人は、特定非営利活動法人日本防災士会という。
2この法人の慣用表記及び外国語による名称表記については､理事会において別に定める。
（事務所）

第2条この法人は、主たる事務所を東京都千代田区一番町25番地全国町村議員会館3階
に置く。

（目的）

第3条この法人は､広く一般市民を対象として､幅広い防災啓発活動を実施するとともに、
平時における地域防災力の向上と､災害時における支援活動に取り組む防災士や防災士の活
動に賛同する市民等への支援を通じて､安全で安心な社会の実現に寄与することを目的とす
る。

（特定非営利活動の種須
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
（1）地域安全活動
（2）災害救援活動

（3）前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
（事業の種類）

第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次
の事業を行う。

（1）防災意識の普及、啓発事業
（2）防災関連用品用具の普及･提供事業
（3）災害被災地への支援事業
（4）防災・減災のために活動する団体を支援する事業
（5）広報事業

（6）その他、法人の目的を達成するために必要な事業
第2章会員

（種別）

第6条この法人の会員は､次の2種とし､正会員をもって特定非営利活動促進法(以下｢法」
という。 ）上の社員とする。

（1）正会貝この法人の趣旨・活動目的に賛同し、入会した個人
（2）賛助会員この法人の趣旨・活動目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人
及び法人、団体

（入会）

第7条会員の入会について、特に条件は定めない。
2会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に
申し込むも
のとする。

3理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければ
ならない。

4理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもっ
て本人にその旨を通知しなければならない。
（入会金及び会費）
第8条会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
（会員の資格の喪失）

1



2－7－4－/’

第9条会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
（1）退会届の提出をしたとき
（2）本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
（3）定められた期間内に会費を納入しなかった場合には会員資格は停止する｡継続して1
年以上会費を滞納したときは会員資格は喪失することがある。

(4)除名されたとき

（退会）

第10条会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが
できる。

（除名）

第11条会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名する
ことができる。

（1）この定款に違反したとき。

（2）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を
与えなければならない。

“出金品の不遇罰
第12条既納の入会金、会費は、返還しない。
第3章役員等
（希朝lj及び定数）

第13条この法人に、次の役員を置く。
（1）理事10人以上30人以内
（2）監事1人以上3人以内
2理事のうち1人を理事長、 1人以上3人以内を副理事長とする。
（選任等）

第14条理事及び監事は、総会において選任する。
2理事長及て幅1理事長は、理事の互選とする。
3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1
人を超えて含まれ､又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3
分の1を超えて含まれることになってはならない。
4法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
職務）

第15条理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理
事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法
人の業務を執行する。
4監事は、次に掲げる職務を行う。
（1）理事の業務執行の状況を監査すること。
（2）この法人の財産の状況を監査すること。
（3）前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令
若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所
轄庁に報告すること。
（4）前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
（5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について､理事に意見を述べること。
（任期等）

2
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第16条役員の任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。
2前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初
の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任
期の残存期間とする。
4役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
ければならない。

（欠員補充）

第17条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく
これを補充しなければならない。

嘩任）

第18条役員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを解任する
ことができる。

（1）心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を
与えなければならない。

（報酬等）

第19条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で幸剛|を受けることができる。
2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章会議
瞳別）

第20条この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2総会は、通常総会及び臨時総会とする。
（総会の構成）

第21条総会は、正会員をもって構成する。
（総会の権能）
第22条総会は、以下の事項について議決する。
（1）定款の変更

（2）解散及び合併
（3）事業計画及び収支予算並びにその変更
④事業報告及び予算決算

（5）役員の選任

（6）役員の職務

（7）資産の管理の方法
（8）借入金の借入（その年度の収益をもって償還する短期借入金を除く）
（9）解散における残余財産の帰属
(10)その他、この法人の運営に関する重要事項
（総会の開僧

第23条通常総会は、毎年1回開催する。
2臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
（1）理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
（2）正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招雪
たとき。

（3）監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
（総会の招集）

3

5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があっ



第24条総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から
30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3総会を招集するときには、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面若しく
は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
（総会の議長）
第25条総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
（総会の定足勤

第26条総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
（総会の議決）
第27条総会における議決事項は､第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項
とする。

2総会の議事は､この定款に規定するもののほか､出席した正会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
（総会での表決権等）

第28条各正会員の表決権は、平等なものとする。
2やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につ
いて､書面若しくは電磁的方法をもって表決し､又は他の正会員を代理人として表決を委任
することができる。

3前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に
出席したものとみなすb
4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わること
ができない。

（総会の議事録）

第29条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
（1） 日時及ひ蝪所

（2）正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者があ
る場合にあっては、その数を付記すること。 ）
（3）審議事項
（4）議事の経過の概要及び議決の結果
（5）議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名
しなければならない。

（理事会の構成）

第30条理事会は、理事をもって構成する。
（理事会の権飼

第31条理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
（1）総会に付議すべき事項
（2）総会の議決した事項の執行に関する事項
（3）その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
（理事会の開催）

第32条理事会は、次に掲げる場合に開催する。
（1）理事長が必要と認めたとき。
（2）理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の
請求があったとき。

（理事会の招集）

第33条理事会は、理事長が招集する。

4
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2理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事
会を招集しなければならない。
3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面又は電
磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

（理事会の議長）

第34条理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
（理事会の議決）

第35条理事会における議決事項は､第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事
項とする。

2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると
ころによる。

（理事会の表決権等）

第36条各理事の表決権は、平等なものとする。
2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項につ
いて書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

3前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出
席したものとみなす6

4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わること
ができない。

（理事会の議事録）

第37条理事会の議事については､次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
（1） 日時及び場所

（2）理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面又は電磁的方法による表決者にあっては、
その旨を付記すること。 ）
（3）審議事項
（4）議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署
名しなければならない。

第5章支部
（支部）

第38条本会に支部をおくことができる
2支部の設置等については、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第6章資産
（資産の構成）

第39条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
（1）設立当初の財産目録に記載された資産
（2）入会金及び会費

（3）寄付金品

（4）財産から生じる収益

（5）事業に伴う収益
（6）その他の収益

（資産の区分）
第40条この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
（資産の管理）

第41条この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が
別に定める。
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第7章会計
（会計の原則）

第42条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
（会計の区分）

第43条この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計の1種とする。
停業年度）

第44条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
（事業計画及び予算）

第45条この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、
総会の議決

を経なければならない。
（暫定予算）

第46条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理
事長は､理事会の議決を経て､予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じる
ことができる。

2前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなすb

（予備費）

第47条予算超過又は予算外の支出に充てるため､予算中に予備費を設けることができる。
2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

（事業報告及び決算）

第48条この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、活
動計算書

_貸借対照表及び財産目録等として作成し､監事の監査を経て､その年度終了後3か月以内に
総会の承認を得なければならない。

2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 ．

（長期借入金)、

第49条この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還

する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。
第8章定款の変更、解散及び合併
（定款の変更）

第50条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以
上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認

証を得なければならない。

（解散）
第51条この法人は、次に掲げる事由により解散する。
（1）総会の決議

（2） 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
（3）正会員の欠亡

（4）合併

（5）破産手続開始の決定

（6）所轄庁による設立の認証の取消し

2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決
を経なければならない。

3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
（残余財産の帰属）

第52条この法人が解散恰併又は破産手続開始の決定による解散を除く。 ）したときに
残存する財産は､特定非営利活動法人若しくは法第11条第3項第二号から第五号に掲げる
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者であって、この法人と目的を同じくするもの又は国若しくは地方公共団体のうち、総会で
議決したものに譲渡するものとする。

（合併）

第53条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の
議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章公告の方法
（公告の方法）

第54条この法人の公告は､この法人の掲示場に掲示するとともに､官報に掲載して行う。
第10章雑則
（細則）

第55条この定款の施行について必要な糸眼ﾘは、理事会の議決を経て、理事長がこれを定
める。

附則

1この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

理事長浦野修

副理事長松尾好將

理事本茂､別府茂､大澤サユリ、大住光男､金子勉､川崎隆克､齋藤明子(半田毒子)、
玉田豊徳（玉田三郎） 、保坂松男、三木修

監事永田充、吉田正

3この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の
成立の日から2011年3月31日までとする。

4この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人の成立の日
から2011年3月31日までとする。

5この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総
会の定めるところによる。

6この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額と
する。
(1)入会金0円

(2)年会費正会員5,000円

賛助会員個人） 5,000円

賛助会員（法人・団体） 1口20,000円（1口以上）

附則

この定款は、平成22年11月25日から施行する。

附則

この定款は、平成24年1月27日から施行する。
附則

この定款は、平成27年9月16日から施行する。

附則

この定款は、平成29年6月24日から施行する。

附則
この定款は、令和元年6月23日から施行する。
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様式第1－2号

璽亙

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎 ）聖

搾亨窄言

経費項目 麺墾窒多 ・ 研修費

内 容 島田市国際交流協会年会費

年月 日 令和4年4月28日～ 年 月 日 金額 2,000円

会の趣旨。

目 的
教育、文化、スポーツ及び産業経済等の国際時代にふさわしい地域発展の向上

会の活動

内容等
国際交流活動、国際協力活動、国際時代に対応する研修等

政務活動

県政との

関連性

会員相互の交流、情報交換及び研修が行われ、今後の世界平和の進展に伴い、国際時

代にふさわしい地域発展の向上が図られる･

＞＜領収書貼付枠

費 2,000円年会

蕊蕊議議蕊篭蕊蕊
河原崎要様

¥2,000-

、但､島田市国曙交読協会個人年会費として

令和4年f月18日上記正に領収いたしました。
｛

島田市中央町1－．1

島田市国際交淀躍会

会長大久保節

･事業概要･そ⑳（喚釣 ）添付書類※

案分の理由

政務活動に資する団体会

費のため、全額充当する。

領収書金額(a)

2,000円

案分率(b)

／

100%

琴q刀1口…_具へ閂醒、堅〃、レノ

2,000円
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島田市国際交流協会規約

第1章総則

（名称）

第1条この協会は、島田市国際交流協会（以下「協会」 ）という。
（目的)・

第2条協会は、国際交流に関わる全ての人たちの友好親善を基調として、教育、文
化、スポーツ及び産業経済等の広範な国際交流並びに国際協力を推進し、国際時代
にふさわしい島田市の発展に寄与するとともに､世界平和の進展に資することを目
的とする

（事業）

第3条協会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
（1）国際交流及び国際協力に関する事業

（2）国際理解を推進するための啓発事業

（3）会員相互の交流を図る事業

（4）その他協会の目的を達成するために必要な事業

第2章会員

（会員）

第4条会員は、協会の目的に賛同して入会した個人、家族、団体及び法人とする。
2会員は、第6条に規定する会費を12月末日までに納入しなければならない。

第3章入会及び脱退

（入会）

第5条会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、その承認
を受けなければならない。

（会費）

第6条会費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
（1）個人会費年間1口 2,000円

（2）家族会員年間1口 3,000円

（3）団体・法人会費年会1口 10,000円

（退会）

第7条会員が退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。
2会員が死亡し、又は会員である団体若しくは法人が解散し、若しくは消滅したと
きは、退会したものとみなす。

3会員が3月末日をもって、当該年度の会費を未納であったときは、退会したもの
とみなす。

（会費の不返還）

第8条退会したものの既納の会費は、返還しない。

第4章役員

（役員）

第9条協会に次の役員を置く。

‐1‐
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（1）会長 1人

（2）副会長 3人以内

（3）会計 1人

（4）理事19人以内

（5）監事2人

2理事は、友好委員会から選出された3人以内の会員及び行政関係者とする。
3友好委員会及び行政関係者に関する必要な事項は、別に定める。

（役員の選任等）

第10条会長は、総会において会員の中から選任する。
2副会長及び会計は、総会において理事の中から選任する。
3監事は、総会において会員の互選により選出する。

4理事及び監事は、兼ねることができない。

5 名誉顧問及び顧問は、理事会において推薦し、総会の承認を得て委嘱する。
（役員の職務）

第11条会長は、協会を代表し、協会の業務を統括する。
2副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あ
らかじめ会長が指定した順序により、その職務を代理する。

3会計は、協会の会計を総括する。

4監事は、協会の業務及び会計状況を監査する。

（委任及び代理）

第12条会長は､その職務の一部を副会長に委任し､又は代理させることができる。
（役員の任期）

第13条役員の任期は、 2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任
期間とする。

2役員は、再任されることができる。

3役員は､辞任し､又は任期が満了した場合においても､後任者が就任するまでは、
その職務を行わなければならない。

、

第5章総会

（総会の構成と種別）

第14条総会は、会員をもって構成する。

2総会は、定期総会及び臨時総会とする。

（総会の開催）

第15条定期総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

（1）理事会が必要と認めたとき。

（2）会員の3分の1以上から､会議の目的を記載した書面により開催の請求があっ
たとき。

（総会の招集）

第16条総会は、会長が招集する。
2会長は、前条第2項第2号の請求があったときは、その請求のあった日から30
日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3総会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面を

－2‐
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もって、開催日の7日前までに会員に通知しなければならない。
（総会の機能）

第17条総会で審議する事項は、次に掲げるものとする。
（1）規約の制定及び改廃に関すること。

（2）事業計画及び収支予算

（3）事業報告及び収支決算

(4)その他協会の運営に関する重要な事項

（総会の議長）

第18条総会の議長は、総会の出席者の互選とする。
（総会の定足数及び議決）

第19条総会は､会員の2分の1以上の出席がなければ､開催することができない。
2総会の議事は､出席した会員の過半数の同意をもって決し､可否同数のときには、
再度、理事会へ差し戻すものとする。

3やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は､あらかじめ通知された事項
について書面をもって表決し､又はほかの会員を代理人として表決を委任すること
ができる。

4前項の規定により表決した会員は、第1項、第2項、第20条第1項第2号の適
用については、総会に出席したものとみなす。

（総会の議事録）

第20条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
ない。

（1）総会の日時及び場所

（2）出席した会員の数

（3）議決事項

（4）議事の経過の概要及びその結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長のほか、出席した会員のうちからその総会において選任された
議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第6章理事会

（理事会の構成）

第21条理事会は、会長、副会長、会計及び理事をもって構成する。
2理事会は、必要があると認めるときは、有識者の出席を求めて意見を聴き、又は
資料の提出を求めることができる。

（理事会の開催）

第22条理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
（1）会長が認めたとき。

（2）理事の3分の1以上から､会議の目的である事項を記載した書面により開催の
請求があったとき。

（理事会の招集）

第23条理事会は、会長が招集する。
2理事会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面
をもって、開催日の7日前までに理事に通知しなければならない。
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（理事会の機能）

第24条理事会の議決を経なければならない事項は、次に掲げるものとする。
（1）総会に付議すべき事項

（2）その他総会の議決を要しない協会の業務の執行に関する事項

（理事会の議長）

第25条理事会の議長は、会長又は副会長がこれに当たる。

（理事会の定足数及び議決）

第26条理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。

2理事会の議事は､出席した理事の過半数の同意をもって決し､可否同数のときは、

議長の決するところによる。

3理事会の出席は委任状を以って、 これに代えることができる。

（理事会の議事録）

第27条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。

(1)理事会の日時及び場所

(2)出席した理事の数

(3)議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

第7章事務局

（事務局の設置等）

第28条協会の事務を処理するため、事務局（島田市中央町1番の1

用課内）を置く。

2事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

文化資源活

第8章資産

（資産の構成）

第29条協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

（1）会費

（2）補助金

（3）基金

（4）寄附金品

（5）事業に伴う収入

（6）資産から生ずる収入

（7）その他の収入

（資産の管理）

第30条協会の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て別
に定める。

2前条第3号に掲げる基金については､協会事業の目的のほかに使用してはならな

い。

3前条第3号に掲げる基金のうち、協会設立時の基金については、関係友好委員会
事業の目的のほかに使用してはならない。
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第9章事業年度等

（事業年度及び会計年度）

第31条協会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日
に終わる。

（事業計画及び収支予算）

第32条協会の事業計画及び収支予算は、事業年度ごとに会長が作成し、総会の議
決を得なければならない。

（事業報告及び収支決算）

第33条協会の事業報告及び収支決算は、事業年度ごとに会長が作成し、監事の監
査を経て、総会の認定を得なければならない。

第10章解散

（解散）

第34条協会は、総会において出席者の4分の3以上の同意を得なければ解散する
ことはできない。

2解散のときに存する残余財産は､総会の議決により決定した団体に寄附するもの
とする。

第11章雑則

（委任）

第35条この規約の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定
める。

附則

（施行期日）

1 この規約は、平成25年度設立総会の議決の日から施行する。
（役員の任期の特例）

2 この規約の施行の日 （以下「施行日」 という。 ）以後に最初に第11条の規定に
より選任され、又は任命される役員の任期は、第14条第1項本文の規定にかかわ
らず、選任され、又は任命された日から平成27年3月31日までとする。
（事業年度の特例）

3平成25年度の協会の事業年度は、第32条の規定にかかわらず､施行日から平成
26年3月31日までとする。

附則

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

－5‐
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支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議･河原崎聖）

轄理番号

経費項目 傘研修費･広聴嘩蹟蕊鞠靜溌讃会議費資料作成費･資龍購入費事務費蕊銅漬人件費

内 容 静岡県議会観光振興議員連盟意見交換会

年月 日 令和4年4月12日～ 年 月 日 金 額 840円

目的 本県鐡恰事業に関する意見交換会

使途 交通費(JR東海道線六合駅骨静岡駅往復）

政務活動。

県政と

関連

の
性

本県観光事業に関する対策について協議し、政策提言に生かすも

、､ロ貝』IXT言只ﾛ'1,J1斗二〃

ド

I
M
F
r

I
E

ド
ド
ド
仮
I：

雁

ト

ド
に

ト
ド
ゲ

ト
F

ト
r
、ロ

ト

ト
ト
r
限

l』

ド
l‘

I’
F

k
r

I
P

上

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

840円

：分2
壷〃｡、

E(bノ

／

100％

J基4殉1口到冥丞閂懇、ユグ、Uノ

840円
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支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

琴…看一 2－7－4－全量

経費項目 鋤研修費･広聴癖費雷識儲瀧償･会議贄資料侑續･資繩静費事務費賓知資八件費

内 容 国土交通省鉄道局による説明会

年月 日 令和4年4月13日～ 年 月 日 ’ 金 額 840円

目的 リニア中央新幹線の本県事業に関する説明会

使途 交通費(JR東海道線六合駅舎静岡駅往復）

政務活動・

県政との

関連性

リニア中央新幹線の本県事業に関する今後の対策等についての検討が求められている

中で、事業の内容､進捗状況の説明を聞き、今後の対策等の検討に生かすも

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

840円

案分蚤 E(b)

／

100％

ユョカ1口…具一円…、巴〃、哩ノ

840円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

案分の理由 ｜ 領収書金額(a) | 案分率(b) ｣政務活動費支出額(a×b)
／全て政務活動にかかる

48,262円ものである。 ’ 48,262円

畢土甲杳号

経費項目 錘'露魎…費 需鞠靜瀧債･会譲貸･資料鱸･鮮購ｽ費･事務費･藷銅漬･人件費

内 容 第1回自治体議員防災研修会参加

年月 日 令和4年4月5日～令和年月 日 金額 48,262円

目的 地方自治体の災害と地域の安全及び地方議会・議員の役割についての研修

使途 受講料

政務活動.

県政との

閨蓮件

＜ﾛ具↓{又言似貞11

|’
これからの災害と地域の安全及び地方議会･議員の役割について研修し､県内の自治体

の防災施策等に生かすb

枠＞ ‘

開催日令和4年4月22日・23日

研修会受講料48,000円

振込手数料 262円

計 48,262円

一

ご利用明細票
一

■＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

お取 百番 取扱番号

〕4－02 -0523013 A93230003

取扱、 ﾙナヤ

払込口 EDO170-f AQ7R1R

｢.ミス今鍾「
L－

8．0（ 0 料金 ＊つムワ

国ﾛ釦ロハH〃 ﾛ■"1”』 ｡ 〃ﾛ

’

払込みの証拠と

なるものですか
ら大切に保存し
て下さい。
料金には、消費
税等が含まれて

が

います。

す

蛍額 ＊50，000

>り ＊1，738

(ゆうちよ銀行）

う

」型
謹考

２

祁

廼
封
上
』エ

I

三
位
艮
一
ご
罠
国
Ｌ

１
壷

＄ “ 心I〃1"I〃

河原崎室
■

<マホ決済アブ・リ ゆうちよPay
]庫宿結だから事前チャージ不要！

訓紙税申告納

付につき麹町

税務署承認済

100％



様式第2号

R-クーダーュク

*本概要書は、県外における調査研究活動のために政務活動費を支出した場合に提出する。

県外調査概要書

令和4年5月10日

会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖

目 的 災害発生時の議会対応に関する知見を得る。

年月 日 令和4年4月22日(金)～令和4年4月23日(土）

場 所 防災士研修センター九段下研修ルーム（東京都千代田区）

内 容

1行程

一
ハ
=△､ー_
ロ 静岡一東京一九段下（往復電車利用、都内泊）

2応対者3聴取内容

別紙参照

4県政への反映

災害が発生した場合の議会・議員の関わり方については、これまで様々な検討

が行われてきたが、 「余計な口出しをすると現場が混乱する」という否定的な見方

が強い。しかし、被災の実情を踏まえた対応を考える際のチャンネルの一つとし

て議会・議員は重要な役割を果たす可能性があり、また、二元代表制の片方とし

てその責任を果たすべきである。ただ、その役割を有効に行うためには、個々の

議員がそれぞれの要望を行政に対して行うのではなく、議会として我序だった政

策提言をするルールが必要である。また、初動期・復旧期・復興期といった災害

対応のプロセスに応じた役割について考えておくことも重要になってくる。 さら

には、情報収集・政策提言と合わせて、議会・議員からどのような情報発信をす

るかという視点も重要になるという指摘があった。県議会という立場で、県はも

とより国や市町と連携を取りながら、災害対応を進めていくには様々な準備が必

要だと改めて感じた。



河原崎聖

差出人：

送信日時：

宛先：

件名：

防災士研修ｾﾝﾀｰ事務局<send@event-form,jp>

2022年3月22日火曜日15:42

河原崎聖

入金のお願い

河原崎聖様

防災士研修センター事務局でございます。

この度は｢自治体議員防災研修｣講座へお申込み頂き､ありがとうございます~。

【お申込みNo.127075-0025

【お申込みコース名】.②｢防災士資格保有者の方｣全2日間参加(48,000円) ;1枚

つきましては､お忙しいところ恐れ入りますが受講料のお振込みをお願いいたします。

お振込期限:2022年4月5日(火)まで

期日までにご入金が確認できない場合､お申込みお取消しとなる可能性がございます｡予めご了承くださ

い。

期日までのお手続きが難しい場合､事務局までご一報ください。

※ご入金が確認できましたら､4月8日(金)をめどに､領収書ならびにテキストを発送いたします。

（領収書の日付はご入金日となります｡）

※お取消しをご希望の場合は､必ずご連絡ください。

【お振込先】

お振込方法:以下1．2．いずれかの方法でご入金ください。

1．銀行口座へのお振込み

銀行名:ゆうちよ銀行

支店名:○一九(ゼロイチキュウ)店

店番号:019

口座種別:当座

口座番号:0697815

加入者名:防災士研修センター九段下研修ルーム

※振込名義が【お名前】と異なる場合は､必ず【お申込みNo.】をご入力ください。

2.払込取扱票によるご入金

郵便局備え付けの払込取扱票に､以下の内容をご記入の上､窓口もしくはATMにてお手続きください。
口座記号番号:00170-1-697815

加入者名:防災士研修センター九段下研修ルーム

通信欄:【お申込みNo】【お申込みコース名】【お名前】

【ご注意ください】

※振込手数料はご負担くださいますようお願いいたします。

※ご入金名義が､ご登録の【お名前】と異なる場合は､必ず事前に下記メールにてご入金名義をご連絡く

ださい。

1
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会場＝

防災士研修センター〈九段下研修ルーム〉
東京都千代田区九段南1－5－5九段サウスサイドスクエア9F

予定講師

青山借

明治大学名誉教授､令和防災研究所所長

加藤孝明
東京大学生産技術研究所教授､令和防災研究所アカデミﾂｸﾌｴﾛｰ

中林啓修
固十鑓大学防災･救急救助総合研究所准教授､令和防災研究所アカデミﾂｸﾌｴﾛｰ

廣井悠
東京大学大学院工学系研究科教授､令和防災研究所アカデミﾂｸﾌｴﾛｰ

◎五十音順



,と－7－娑一皇､夕

◎上記の時間割は、請帥の塗描、父通事'l官、爽舌の元士寺|砦d､U菫史9つし巳〃'しcv1己､ソ。

参加にあたってのお願い
1診卿HFe唾~-'堅woJ癖＝
1．会場内のお席は｢自由席｣となっております｡前方のお席から順次､ご着席ください。

2.講義会場内の写真撮影､VTR･カメラ付携帯電話による録画･録音等はご遠慮ください。

3.ﾀプﾚｯﾄ端末､パソコン､スマートフオンなどの電子機器類の講義中のご使用はお控えください。
講義中は｢携帯電話｣の電源をお切りいただくか､マナーモードに設定の上､通話はお控えください。

4.飲み物等は各自こ用意をお願い致します｡(近隣でご購入いただけます｡）

5.会場内の空調は事務局スタッフが会場内状況を見ながら適宜調整をいたしますが､各自で体温調節の
出来る衣服や肌掛け等のご用意をお奨めいたします。

6.施設内及び､敷地内は全て｢禁煙｣です。

7.欠席･遅刻をされる場合の連絡先は下記の通りです｡必ずご連絡をお願いいたします。
・4月22日(金)､23日(土)090-8740-3267(防災士研修センター運営担当）
・上記以外の日(平日)10:00～18:0003-6261-0003 (防災士研修ｾﾝﾀｰ自治体議員防災研修事務局）

8.お忘れ物について

会場研修の終了後に｢お忘れ物｣が残されていた場合は､スタッフが事務所に持ち帰ります。
お忘れ物については2週間お預かりし､お問合せのない場合は処分いたしますのでご了承願います。

竪

層

会場研修予定プログラム

1日目（4/22）

(13:OO～13:30)
受 付

受講番号。お名前の確認

(13:30～13:40)
ガイダンス

2日目（4/23）

(9:OO～9:30)
受付

等講番号・お名前の確認

(9:30～9:40)

ガイダンス

1眼目

(13:40～14:40)

｢鋳＝と議会・議員の役胄ll l

吉山信講師

(14:40～14:45)

質問受付

(14：45～15: 10)

質疑応答

(9:40～10:40)

｢自然災害と地域の安全」

加藤孝明講師

(10:40～10:45)

質問受付

(10:45～11 : 10)
質疑応答

(15: 10～15:20)

休憩

(11 : 10～11 :20)
休憩

2限目

■

(15:20～16:20)

｢災害と避難」

廣井悠講師

(16:20～16:25)

質問受付

(16：25～16:50)

質疑応答

(11 :20～12:20)
｢災害と危機管理」

中林啓修講師

(12:20～12

質問受付

25）

(12：25～12

質問受付

50)

(16:50～17:OO)

事務連絡

(12:50～13:OO)

事務連絡



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

琴｡雫石．

経費項目 調査研究費 ､亀 広聰広報費･鏑隙儲癌婚･会議費･資料{賊費，資繩鶯入費･事務費･弱翔漬･人件費

内 容 第1回自治体議員防災研修会参加

年月 日 令和4年4月22日～令和4年4月23日 金額 13,220円

目的 地方自治体の災害と封鰄の安全及ひ地方議会・議員の役割についての研修

使途 交通費

政務活動．

県政との

関連性

これからの災害と地域の安全及び地方議会･議員の役割について〃艫し､県内の自治体

の防災施策等に生力す。

、F貝上lX言只向1,J1千〃

領収書は別紙のとおり

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収 今額(a)

13,220円

案分Z z(b)

／

10()％

J罫4 フ1口甥｣頁エ山醒、。ハUノ

13,220円
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別紙

4月22日

九段下駅二大手町駅170円

（浦レヘ移毒）

4月22日

大手町駅→九段下駅170円

4月22日・23日

六合駅今東京駅

睦） 12,540円

国霊
領収書

領収 書
訳No 52m39 領職

領 収 書

５
２０１

様）

2022瑠月22日

宛名（

ご利用年月日
．ご利用ありがとうございます.

こ 7. '

￥170お取引内容:きつぷ

様
取扱内容：乗車券

領収金額 170円

この領収書は大切に保存してください。
毎度ありがとうございます。

r一－一一一1

1印紙税法 ’

’第5条第2号｜

｜により非課税l
L－－－－」

鏑 ￥12，540円

「消費鰐典み」
但し､乗車議(ｸﾚジｯﾄ扱い)として

卜記金額を領収いたしました．

ご利用日付 2022年04月22日

時刻 11時30分

駕;鯉
地大手町駅券21発行

議織溌撫 ’

"ll用いただきましてありがとうございます

窓処都営九段下 駅.
1コーナ・112号機
No． 53491

’
1印紙税申告納

付につき名古屋中村

説務署承認済

東京都交通局

六合駅

■現金出納社員

4月23日

九段下駅→大手町駅170円

4月23日

大手町駅＝ｳ九段下駅170円

羽円付2L
羽日付 20ZZ年U4月里ご上

H主痢I O8B寺50a1

伝票番号:0668

東京地下鉄株式全
h九段下駅券O6"



様式第1－1号

書支出証拠

z 自民改革会誌義員侶

一F＝ 戸‐ぜ

経費項目 譲砺蹟感電広聴癖費要諦挿話讃会議･資粥H愉蹟資料購ｽ費事務費義弼漬･人件費

内 容 第1回自治体議員防災研修参加

年月 日 令和4年4月23日～令和年月 日 金額 10,500円

目的 地方自治体の災害と地域の安全及び地方議会・議員の役割についての研修

使途 宿泊費

政務活動

県政との

関連性

これからの災害と地域の安全及び地方議会･議員の役割について研修し､県内の自治体
の防災施策等に生かすb
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

頑l挫言霜貝(aノ

10,500円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

10j500円



様式第1－1号

支出証拠 書

雪11塵耳に
名・議員E

雲 塞号 2－7－4－e-も

経費項目 籟瀞讃偲…費 要請淵胃郛鱸･会議費･資料{伺鑪･資料購入費･事務費･詞翔漬･人仰賓

内 容 日本防災士会地方議員連絡会令和4年度・第1回研修会参加

年月 日 令和4年4月27日～令和年月 日 金額 3,000円

目的
日本防災士会地方議員連絡会による災害と地域の安全及び地方議会･議員の役割につ

いての研彦

使途 参加費

政務活動。

県政との

関連性

これからの災害と地域の安全及び地方議会･議員の役割について研修し､県内の自治体

の防災施策等に生かすb

＜､く､貝川X吉只白'1,｣ｲ千〃＞

領収書は別紙のとおり

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

3,000円

案分率(b)

／

100%

堅｡力1日零 具冬閂醍、巴上”、四ノ

3,000円



2－7－4－シ6

別紙

日本防災士会地方議員連絡会「令和4年度・第1回研修会」参加費

領収書

下記金額を領収いたしました。

金3, 000円

ただし、令和4年4月27日に開催の日本防災士会地方議員連絡会

「令和4年度・第1回研修会」参加費として

令和4年4月27日

東京都千代田区平河町2-12-15-202

特定非営利活動法人日本防災士会

ド地方議員連絡会

会長大石伸雄I



様式第2号

Z-アーヶーュム

＊本概要書は、県外における調査研究活動のために政務活動費を支出した場合に提出する。

県外調査概要書

令和4年5月10日

会派名・議員氏名 自民改革会議・河原崎聖

目 的 様々な視点からの災害対策に関する知見を得る。

年月 日 令和4年4月27日(水）

場 所 参議院議員会館（東京都千代田区）

内 容

1行程

六合一静岡一東京一国会議事堂前（往復電車利用）

2応対者3聴取内容

別紙参照

4県政への反映

日本防災士会地方議員連絡会は、防災士資格を持つ地方議員が集まって結成さ

れた団体である。今回の研修は、各議員が地方の現場でどのように災害対策を進

めていくかについて､地方議員以外の関係者から話を聴くという形で進められた。

全国の事例を聴いていると、地域防災のリーダーとして防災士の果たす役割は大

きいし、国からも期待されているということが理解できたが、静岡県に照らして

考えてみると、ふじのくに防災士をはじめとする静岡独自の地域防災リーダー養

成の仕組みがあり、 自主防災組織の充実度が他県とは異なるため、相対的に静岡

県では防災士の存在意義が低いように感じられる。そんな中で、今回の研修で気

になったのは、防災組織における女性の参加率の低さだった。今回の講師のよう

に優れた活動を行っている女性の防災リーダーは散見されるものの、災害対策関

連の組織に女性の参画はまだまだ少ない。初動の段階の力仕事は男性の出番かも

しれないが、その後の避難生活などは女性の活躍が期待される場面は大きく、そ

れを組織的に取り組む余地はまだまだ大きいと感じた。



指針様式第1号
｜

活動概要書（会議・懇談会参加）

令和4年5月10日

会派名・議員氏名自民改革会議･河原崎聖

活動名 日本防災士会地方議員連絡会令和4年度・第1回研修会

活動概要

1参加日時令和4年4月27日 （水) 14:30～16:30

2場所参議院議員会館

3参加者日本防災士会地方議員連絡会会員

4内 容 ・講話「新型コロナウイルス感染症の対応について」

｢こども家園〒の創設について」

･研修1 「全国の防災士の活動状況について」

･研修2「女性防災士の役割」

※全て政務活動にかかるものである。

経 費

項 目

参加費

交通費

父、 1貢

合 計

J宝刀】H＝易～閂醒

3,000

12,540

340

15,880

頑収吉杳汚一

ギー26

￥-27

¥-27

内 容

研修会参加費3,000円

六合駅舎東京駅

列、』、”､ ' "ｰ一H…一一JJpJDﾛ平､

備 考

添付書類:筐議次荊･会議資料
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特定非営利活動法人日本防災士会地方議員連絡会

研修会次第

話 (14:30)

「新型コロナウイルス感染症の対応について」

「こども家庭庁の創設について」

参議院議員医師自見はなこ

修 1 (15:00)

「全国の防災士の活動状況について」

講師日本防災士機構事務総長

､■■■■■－－昂

講

I

様

研

修2 (15:45)

「女性防災士の役割」

研

講師日本防災士会女性防災推進委員会担当副理事長

一馬

一研修会終了一

(16:30)閉 会

１

も



様式第1－1．号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

籍尾宙右

経費項目 薙辮讃価罰…費蕊隙辮寵曠会議費鯛癖資料“事務費…"“
内 容 日本防災士会地方議員連絡会令和4年度・第1回研修会参加

年月 日 令和4年4月27日～令和年月 日 金 額 12,880円

目的
日本防災士会地方議員連絡会による災害と地域の安全及ひ弱妨簔･議員の役割につ

いての研修

使途 交通費
JR東海道線六合駅舎東京駅往復

東京メトロ 東京駅舎国会議事堂前駅往復

政務活動．

県政との

関連性

これからの災害と地域の安全及び地方議会･議員の役割について研修し､県内の自治体

の防災施策等に生かすb

、､1ｺ貝乢XT言只ﾛ'|､J1平〃'

領収書は別紙のとおり

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

12,880円

案分率(b)

／

100％

…河口翠冥圭円醒、ログ、Uノ

12,880円



』Lク2－7－4－

別紙

東京駅今国会議事堂前駅170円六合駅舎東京駅（往復） 12,540円

一一 一● 勺
一一一---------－一一、

雨碑領蛎書’
御R書No
窓口-No

3

1Ⅲ
￥170お取引内容:きつぷ

MFNo 520139

領 収
雲
日

樵
卜言R金額を領収いたしました.

錨 羊嶋潤鯛
但し､乗車擬(ルジット扱い)として

ご利用日付 2022年04月279

時刻 12時29分

駕懸
地東京駅･券11発行

I

東誠畿雛撫
"ll用いただきましてありがとうございます

印紙税申告納

付につき名古屋中村

税務署承認済
国会議事堂前駅＝>東京駅170円

紐現金雌社

六合駅

J4月と

18時』



様式第1－1号.

鐸番号 ’' 2-7-4-夫2

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

経費項目 調査研蹟研修費･広蹴認費霊調識翻賞･会譲資料侑續“墜診事務費事翻潰人件費

内 容 新聞購読料

年月 日 令和4年4月6日～令和年月 日 金額 4,300円

目的 県内外の政治､経済に関する情報の把握

使途 日本経済新聞電子版4月分概要は別紙のとおり）

政務活動

県政との

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。

､､ロン、レモーダ､再■ ‐ 0 ■

別紙のとおり

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

4,300円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,300円
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歯 領収書

請求先APPLElD

■■■ﾛ■
ANDOKIYOSHI日付

'nll年4月6日 427-0018

静岡県島田市旭3丁目15番10号
書類番号

151532796859

ご注文番号

MNO821ZW81
JPN

AppStore

日本経済新聞電子版

日経電子版有料会員

更新:2022年5月6日

",300

踊 (月額）

問題を報告する



日本経済新聞電子版だからこその価値ある情報

情報が溢れる現代、人は情報の取捨選択に多くの時間を

費やす。

ビジネスパーソンにとっては、そこに差が生まれるのだ。

日経なら多くの記者からの膨大な情報が、適切にあなた

へ届けられ、

これまでの無駄な時間を価値にかえてくれる。

毎日触れることで、分野問わず気づきが増えて、 仕事上

の判断が鋭くなる。

それが日経だからこその価値ある特集なのだ。

餡に のニュース知りたい

日経電子版トップページ

24時間体制で編集した、そのとき一番必要な情報が載っています

各界のエキスパートたちが今日のニュースにひとこと解説を投稿します

フォロー機能

気になるトピックをフォローすると必要な情報を自動で収集できます

p

D

大切な情報を一目でチェックしたい

AI推薦

今あなたが知るべきニュースをAIが分析し、厳選記事を一覧で推薦します

ビジュアルデータ

最新技術やグラフィックを活用し、押さえるべきデータや情報を分かりやすく伝えます

1
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にナー ごﾉｰにニュースを確認したい

キーワード検索

過去11年分の記事を公開日時や関連度で並び替えられるほか、媒体や期間で

絞り込めます

MYニュース

気になる企業．業界や話題をフォローすれば、何度も検索しなくてもニュー

スを自動で収集できます

NIKKEI Briefing

世界情勢からお金の使い方まで､様々なテーマのニューズレターを取りそろえ

ています

記事を収集・スクラップしたい

保存機能

保存した記事はラベルを付けてテーマごとに管理できます

マルチデバイス対応

保存した記事はパソコンやスマートフオンなど､様々なデバイスと同期します

紙面ビューアー

直近30日分の朝刊・夕刊を、気になる記事ごとに保存できます

2



様式第1－1号
蔓琴垂番号 ’2－7－4－29

書支出証拠

議員氏堰

一ﾉKF/L, | T智了垂拝矧,童も圭一上側霜ｲっ×脂、八一｢ロ ー人缶" ､

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

経費項目 調剖儲讃･研修費蛎蒔I費薙辮轆轤会議資質鰯H儀蹟鐙睡多事務費事翻i費･人件費

内 容 新聞購読料

年月 日 令和4年4月28日～令和年月 日 金 額 8,200円

目的 県内外の政治、経済に関する情報の把握

使途 静岡新聞、 日本経済新聞4月分

政務活動・

県政との

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。

、ごﾛ貝LIX=口'1,｣1千,"〃

l - - - -ーｰ

５
６

Ｉ
ｌ
１
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１

領収証

河原崎聖様
(8% 8,200円）
rln哩 nm，

卜原令舘TFに恢収致しました。

I

ご愛読いただきありがとうございます。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

。

句 。 00 円

k静岡新聞
k日本経済新聞

１
１

０
０

０
０

３
９

ｐ
〃

３
４

8,200円

／

100％ 8,200円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

華理番号 2－7－4－s〃

経費項目 ;艫聯霜･剛修費広聴癖費･蕊調需韻賢会議資料順，讃趣瞳l罰事務費賓翻脅人件費

内 容 新聞購読料

年月 日 令和4年4月28日～令和年月 日 金額 4,400円

目的 県内外の政治、経済に関する情報の把握

使途 中日新聞4月分

淫4力1口到

県政との

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。

､、1]貝H入＝口1､J1三fニグ'

凸一一二二一一一一■■■ 一一一一一寺■－画一一一一＝■■一 ■ロロロー■■■■= 一■字句一一画画■画一■■と凸凸王一■一一■＝■＝■■＝＝寺 ■一一ロ ーロー■■ ー 画 宇● ‐‐二 ■▲ ■凸● ■凸凸争子

I 弓砿領収証
1 御仮屋町 8855－2

1河原崎聖様 脇 ‘'":閉

ご愛読ありがとう

ございます。

赤井新朝刊配達アルバイト募集中です。
l時給1200円、 2～3時間、週3～6日、

1バイク貸与、未経験者大歓迎。 島田市野田126

1 お気軽にお問い合わせください。 TEL37-3246

4,400 円
ド中日新聞セット 1 4,400

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

4,400円

案分率(b)

／

100％

昼4カゴロ到冥冬山函、｡グ、Uノ

4,400円



様式第1－1号

書支出証拠

名 自民改霊藷

壱二

整圭 壷君

経費項目 調査弼蹟研鐙･広聴醗費霊調濤瀧攪会議費鮮M鬮讃趣壁診事務費弱銅讃･人件費

内 容 新聞購読料

年月 日 令和4年4月28日～令和年月 日 金額 3,821円

目的 県内外の政治、経済に関する情報の把握

使途 聖教新聞、公明新聞4月分

関連性

政務活動を行う上での基本となる情報を収集する。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収 金額(a)

3,821円

案分率(b)

／

100％

堅4力1口割夏季卜 癌 i(a×b)

3,821円



様式第1－1号

整理番号 ’2－7－4－①父

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

合百IIp垂全輻/旬、 安産斗索r脂1 I TT…涯國1,塞寺卜H宛ｲaY1､1案分の理由

政務活動･後援会活動で

案分する。

経費項目 ﾖ識f嶺･研修費･蝿癖費嬬端繍鱸会議費鮮M飼讃錨駒畷事務費率讃唖
内 容 事務員雇用

年月 日 令和4年4月1日～令和4年4月30日 金 額 75,000円

目的 政務活動を補助する職員を雇用

使途 4月分給与

関連性

く領収書貼付枠＞

給料支払明細書 令和4年4月分 ’ ■■■■■
労働日数 自4月1日～至4月30日 17 日

匡面1言受語蘋F面了而両

令和4年4月28日支給 支払者氏名静岡県議会議員河原崎

今

＝ も

ロ ーェ

′ 】
支 給 額

:｝小支給項目 金額（円）

基本給 146,000

交通費 4,000

その他の支給 0

“ 控．．除 額

坐控除項目 金額（円）

所得税 0

住民税 0

健康保険料

厚生年金

0

0

雇用保険料

その他の控除

0

0

控除額の合計 0

150,000円

1／2

％ 75, (〕00円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

｢
|"
1＝=＝－===＝

常塞

翻

篭 識

■トー ･ジ

経費項目 調剤暁費･研修費 要議樵轆鑛･会議費･資料{癖･鮮購入費･事務費･藷銅漬･人件費

内 容 FM島田コーナー料

年月 日 令和4年4月28日～令和年月 日 金 額 33,000円

目的 県政に関する情報を広く地域住民に伝達す~る。

使途 4月分コーナー料

政務活動.

県政との

関連性

県政に関する情報をタイムリーに地域住民に伝える。

＜､、貝↓Ⅸ言貝白1,｣ｲギグ

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

雷『、垂…′～、

33,000円

案分 z(b)
－－

／

100％

政務活動費支出額(a×b)政務活動費支出額(a×b）

33,000円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

…‐I‐

窒瑳目
日

~右壷

経費項目 調査鵬讃研修費 蕊調識鑛会誇割艤 資料購ｽ費･事務費･調婦漬･人件費

内 容 ホームページ管醗斗

年月 日 令和4年4月28日～令和年月 日 金額 16,720円

目的 県政に係る情報等を広く県民に報告する。

使途 4月分管理料

淫4力1口割

県政との

関連性

県の施策､議会での発言内容､政務活動状況などを掲載し､情報を広く伝えるとともに

意見を聴取し、県政に反映させる。

く領収書貼付枠＞

ホームページ管理料･ 16,500円

振込手巍斗 220円

訂 16,720円
＝I

日

跡悪､…
ご利用ありがとうご

内容をご確認いただ

ざいます。

きお持ち帰りください｡

06.520.38 (裏面もご覧ください）

’
年月 日

041 1 4 1ク8

振替先店番･科目･口座番号

1 1 ’ n偶7

眼行番号

【＊＊＊

取扱

72

"W

r抄ｼﾝｸﾞ

店番号 科目 口座番号.

＊＊*＊ ＊＊ ＊＊＊＊＊***＊**

ニ
ゴ お取 I内容 お取引金額

W
信
５
電
流

限込
］舵I

￥16，50〔

wT『寵､W百冊~UW
おつり ’ 残 高

’

手数料｜時刻

¥220109.19 nnqワ

お取扱い
できない場合

ス､､オカ

リカ蝋t

通0480639

マヮロテいサuイン コイク トシヒコ様

フラサ､､キキョ”､､ムシヨ様
FI n547365700

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

16,720円

４
Ｅ
卓 論 (b)

／

100%

号切刃11剖翠星へ "(a×b)

16,720円



様式第]●－1号

支出証拠書

（会派名･議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

轌理番号

経費項目 調識艤欝研修費…費鶏鬮靜繊会議資榊資辮入費慰篁翻潰人件費
内 容 インターネットアプリ利用料

年月 日 令和4年4月10日～令和年月 日 金額 980円

目的 政務活動のための日常業務において必要な諸資料･情報の把握

使途 政務ノート4月分利用料

関連性

政務活動を行う上での基本となる諸資料・情報を得て、県政の施策等に生かすb

、､貝↓Ⅸ言貝向1リイギ〃＞

別紙のとおり

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

１ 飼収書金額(a)

980円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支t出額(a×b)

980円
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＜全受信Appleからの領収書ですハV

④
Appl
宛先：

Appleからの領収書です

領収書白

APPLEID

香類番号

140534298052

善注文番号

MNO847GYI_4

日付

'nll年4月10日

ANDOKIYOSHI

427-0018

静岡県島田市旭3丁目15番10号

JPN

AppStore

政務ノート

政務ノート月額利用料(月額）

更新：2022年5月9日

問題を報告する
¥980

¥980合計



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・河原崎聖）

幸窪含ﾌヲ 2-7-4-6)6

経費項目 調劃f"･W確費･j"W蕊關鶴癒噴会議費資料I減資欝糖噴慰事翻i費人件費
内 容 自動車リース料

年月 日 令和4年5月6日～令和年月 日 金額 9,807円

目的 ~政務活動のため必要な移動を行う。

使途 4月分リース料

政務活動。

県政との

関連性

会合に出席したり、現地調査を行うことで､必要な情報を得ることができ、また、必要

なコミュニケーションを円滑にし、県政に反映させる。

もむ Iン、い、ー〃､HⅡ 副 ﾛ J ■■

別紙のとおり

利用割合が正確に把握できないため、充当限度割合(後援会活動1/2･政務活動1/2)により按分ロ

1か月分の充当可肯謬9,807円

(26,546-1,025-7,056+1,148)×1/2=9,806.5円=9,807円

＊リース料1か月分26,546円

重量税1か月分49,200×1/48＝1,025円

メンテナンス料1か月分338,679×l/48=7,055.8=7,056円

オイル代1か月分55,108×1/48=1,148.0833=1,148円

案分の理由

政務活動と後援会とで

案分する。

領収書金額(a)

19,613円

案分率(b)

1／2

％

＝U”1H認具へ閂醒、ユグ､ピノ

9,807円



ユークー勝一淫

、
ヴ
ロ
：
ロ
。
１
■
０
１

、
Ｊ
川
１
洲
馴
糾
矧
副
卸
削
制
剥
判
釧
釧
釧
馴
刈

Ｆ
１
帆
作
卜
い
●
１
川
６
昨
Ｉ
咄
Ｉ
ｒ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
，
ト
ー
Ⅲ
ｒ
い

二
部
一一

．
ミミ

〆
・
』
″
ｊ
＃
い
，
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
０
岬
二
吋
ロ
“
哩
酢
ｐ
ｉ
ｌ
Ｄ
〃
１
”
，
１
，
１
５
．
●
１
口
・
ロ
。
。
！
。
・
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｉ
ｊ
・
名
分
。
ロ
・
ロ
咽
ｉ
１
．
１
．
“
柵
小
岬
守
ｔ
小
ｆ
眠
●
》
雁
４
刈
韮
》
》
》
極
確
酔
い
‐
▽
炉
・
形
‐
‐
出
Ⅱ
如
恥
銅
、
、
、

3『

３

‐
ｒ
畦
Ｉ
ｒ
仙
●
０
１
服
ｌ
Ｊ
ｒ
い
い
ｌ
‐
－
い
Ⅲ
脈
ロ
ド
ト
ー
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
Ｌ

ｅ

ｒ

ｂ

ｂ

ｐ

。
■
Ⅱ
。
Ｆ
１
１
■
由

品

ザ

■

ｌ

ト

ー

ｌ

Ⅱ

ｈ

ｌ

ｆ

ｉ

Ｊ

’

Ｉ

０

１

Ｉ

ｌ

ｌ

１

ｄ
０
Ｌ
Ｊ
Ｄ
ｐ
Ｆ
ｆ
６
Ｆ
ｂ
ｏ
りふ
。

■
０
別
・
■
。
Ｔ
寺
ｐ
Ｔ
Ｄ
も
０
，
．
Ｊ
日
。

』

､

一■ ｡、令室ザ
一‐ b呂出･ a｡｡殆 ●5函

全軋F津一 のﾛ' 8か:浩

＜

●
叱
伊
■
、

“
〆

。
《
〆
啼
Ｄ
Ｆ
４

ｒ

甲
画
叱

一
一
肌

軸
再
ｄ一

瞬

一
坐
Ｉ
旧
峠

屯

～
く



層……鶴

↑
ト
Ｆ
ｍ
Ｃ
マ
ロ

鯵
東京都武蔵野市中町二丁目堵15号

樵式会社ホンダワアイナンス
代表取締役高橋明宏

』
一

一
一

一
一

一
一

塞
笙
一
一

一
》

》
銅
》
麺
一
一

I生年
J月日 燕〃隼望月鱗『 （魂

ユ画g淀吟､q奄磐干乏句
佳F可贈わ苧室控墾と
迦舍…干奔丸轌

0！

8 80９．－F 2 5２唇訊付所

§垂 静岡県島田市東町1126

C島田東

！ (榊ﾎﾝグ申部霞売
東町店
TaO5J7-35-3355

F”《 0547-35f2962 ｺｰ 008

ﾌﾟ ﾘ罰ﾅ辮勘珠点》
》
霊 識|讓謬挿望~錘辱辱謹亀両日

一

コード

忍訂一
僅恒型ﾅ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰﾆｭｰ言--------畠-------------------皇---三------~~~~~~~~~~~~~~~‐
荷|…署慧

EI…･鹿W住減

請求先 ＝LF-？堅い、 N■■■■■■■■-1 1担当 I
輻

畳号
プ掴判【カガ

担自
二二＝

二饗
聖

Ｐ
一
言

嘩
毒
彰
詐

一
一
く

竺
一
キ

リ
ニ
ー
リ

■
■

一

生年月日

年昭和 月
平成 ．

｛蓋

露
男
・
女１

戸
５
０
■
９
日
０
口

塞
冥
印
↑

二
ｌ
ｂ
９
１
１
１１

一
己
■
凸

一
一

一一
一

一一
》
一

氏
名

日
飼

言=~= 二_Z』哩之--------------------------苣一各--------------------------鳶~盲子
： 基:二 缶

－－－ －－－-一一一一三一云一-夛寄言＝二言室室＝一言一直言-手百禧奇下一~T一

堅…

年 牛月

Ｉ
ｌ

Ｅ
－

哩
誰
一

日

函

溶

己
崖

＆
函
》

日
訟

＆
控
阜

画
轟

凸
骨
彰

ユ
臨
画

Ｅ
垂
酎

皀
画

Ｌ

Ｅ

Ｅ

＄

万円

》
一
望

号
内

藍砥二届赴呈年員
フリガナ 『 _ ､二召翠と 『 、＝F＝ヨーローーーーーーーー■一一二一一言＝－－－－＝マーーーーーーｰ

〕
ケ

而謹巳

規
定
損
害
全
基
本
額
一
走
行
距
離

付属品・その他

２３ＩＩＢ
プ
Ⅲ

イク

ｌｌＩＢ
Ｉ
Ｗ
Ｐ
＆ＨｌＪトヤｙ

蘂T〆Cコード

1GE4BB3
1,179,840 円

目星_____-------1塁_--ﾖ浬旦詞一
期間頚--- ---皿』- ¥Iq]1
童過走行斜. 6 門/k、

壼二癖壷一屋ラー諏一行5 "| 149@Eg
吾 ＝N

登録堂三

侭険1程亡父保険唖頭保険筆名約定日毎月

5日

麺支払日 。

2019年

是筐支払日

年

月額ﾘｰｽ蔦

（E)寺期間

内浦頁罎

リース隠爾す

2019年 6月 1．日

リース涜了日

2023年 5月 31.日詞
8月 ･5日

‘‘”
内源賃租毎 円

94,368
---

内洞寅覗壽 円

O

内洞言覗等 円

0

内消便税辱 円

0

琢些二号
倖離間

識
一
》
｜
噸
唖
一
や

円
》
｜
円
０

一
円
０
｜
円
０

如入皇件

ﾌﾘｰﾄ 割引・割墹亭 ・ノリ言全___ おｮ劫l-r-震型雲--------- ﾆｰｰ昔?F＝字-----一手舌巽ヱー王『言一~~~~‐

ノンフリート等級 等級年齢問わず担保(. . )歳末病不担保
1口…人身…搭乗…

伽

リース料…J 蛭亜
48
回

(B>硬会『而鐡前
払
リ
ー
ス
．
料

対鈎敗償

免責額

対1睡偏
万円胡宿可翻

識
ゴ
ー

矛
Ｉ

万円万円

万円

万円

極
一
回

頑
二
一
○
ぞ

△
二
一
ｂ

癖
．
一
．
職
⑧

率免責甑
輌保陰

‘一般条件
回 ）その他 （ 万円

3使呂C冨匡

争い凄凹毒B
出動畳害E③
K涯芸さ､.

、ー

II一
－

一

フリガナ

一 A
け ､

、
画
巳
町
画
Ｌ
Ｌ
ｔ

蕊

密I

男
・
女

堂年月日

昭和

平鹿
年 月 日

（漬 ､ 歳》

＝一

…

z吋一

土侭f ]



様式第1－1号

書支出証拠

議員氏堰

‐

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

エ／4

領収書金額(a)案分の理由

政務活動・後援会活動・

私用で按分する。 5,296円％21, 185円

轄理番号

経費項目 肩禮鵬讃研修費醗畷蕊識艤鱸鑛鐸譲資料備績罰購入費⑳事瀞潰人件費

内 容 携帯電話・タブレット・固定琴舌料金

年月 日 令和4年5月10日～令和年月 日 金額 5,296円

目的 政務活動のための日常業務において必要な諸里絡を行う。

使途 3月利用・4月請求分

関連性

政務活動を行う上での基本となる諸連絡を行う。

く頑IM吾貝副詞半沙

別紙のとおり

①タブレット代1,100円十醗帯電話代12,346円十③固定電話代7,739円＝21,185円
21,185円×1/4=5,296.25円=5,296円
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2022年5月10日のご利用代金明細表

－

お客様の個人情報保護のため、口座番号の下3桁を表示し
ておりません

各種ご照会・お申込みには会員番号が必要となりますので、お手元にカードをご用意
の上、お問い合わせください｡

1回払いを除き、商品暇疵、役務の未提供などを理由にお支払いを止めることができ
る場合があります｡

ｒ
Ｉ
Ｉ
ｌ

株式会社NTTドコモ

東京都千代田区永田町2丁目 11番1号
登録番号関東財務局長第01421号

お問合せ先お手元にカードをご用意のうえ、お手続きください。
｡カードゴールドデスク 0120-700-360 （午前10:00～午後8:00年中無休※）
※ただし、午後6:00~午後8:00については､一部受付できない業務があります
ｸﾚジｯﾄ紛失盗難0120-159-360(24時間年中氣休〕

携帯電話に関するお問合せ0120-800-000 (午前9:00～午後8:00年中無休）
ホームページhttp://dcmx.jp/

金融機関 ■■■
支店 ■■■
科目 ■■■
口座番号 ■■■

お名前 安東聖様

お支払い日 2022年5月10日 （火）

お支払い合計額 36,316円

カスタマー番号

(サービス名称／
加入・切替日）

■■■■■■■■ －

2017年6月30日

ご利用日 ご利用店名
ご利用

金額

払
分

支
区

今回

回数
お支払い金額

(お支払い総額）

現助涌昔頬 略称

(内手数料）

換算レート 換算日

備考

｜
｜，分用利一」機聖東安

安東璽様ご利用分ﾛ■I■■■■■■■■■

＃ 22/03/31 ドコモご利用料金/iD 4月分 341281 1 1 34,281

＃ 22/03/31 ｺﾓ決済ｻｰピｽ等/1D 4月分 1,485 1 1 1,485

<お支払い金額総合計> 36?316
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久一クー全一タグ

＊＊＊ユニバーサルサービス料について＊＊＊

ユニバーサルサービス料は､あまねく日本全国においてユニバーサルサービス(NTT東西の加入電話等)の提供を確保するためにご負担いただく料金です｡
なお、社団法人電気通信事柔者趣会から1番号当たりの登用(番号単価)が公表されています｡

リ

金醗(円y |Ⅷ､ :
内訳金趨(円)

l

i AMOWT: (Y印)1
岸5 ＝ 向 子一ョ 覚

内訳等詳細

. ①臼A1LSi O5BREAKD鯛N)

税区分

(mxi

？

』

【合計請求額の請求内訳】 詳細は電話番号毎内訳をご覧ください｡

18.080

◇通話料･通信料(計)
2,729

18,080

129

基本使用料

5G．SMS通信料

合算

合算

1,700 音声オプション定額料 合算

936 国内通話料(ドｺﾓ光電話) 合算

－56

0

繰越適用額（ドｺﾓ光電話)

当月無料彌話摘用額( ｺﾓ光電話）

合算

合算

20 他社接続料（ドコモ光電話） 合算

◇その他ご利用料金等（計）
3．232 3，220 付加機能使用料等 合算

12 ユニバーサルサービス料 合算

5『406
5,406 端末等代金分割支払金 非対象等

◇決済サービス代金等（計）
3．916

1．485

2,431

ドｺﾓ払い／d払い(ご利用代金/継続課金)

岳pモード決済（料金回収代行／継続課金分）

非対象等

内税

2，403
2｣403 消費税等相当額(合計) H毒＝｡■■ー＝■卜 1一再判ﾛ ■ ー ﾜー

◇合計
35.766 35,766 合計 (4回線請求分)
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内訳項目.壷額(禍)1
駅EAKDO州鴛
BY4GATEGORWYEN1

オ ー

内訳金額{(円）

I AMOⅢⅢ（YEN）

I

‘ 内訳等詳細 ‘
9

P

①ETAILST O府 BREAKO剛N) 全

ご利用期間(3／1～3／31）

税区分,

。 （T収)．
ﾑ ﾃ ﾜ守韓

ダーー ､uノ

◇基本使用料等(ｼ／ ］､000
、

ノ 1.000 5Gデータﾌﾟﾗｽ 合算

－－／ 700 (内訳) 5Gデータプラス

300 (内訳) spモード利用料

0 (参考）高速通信ご利用データ量は 1 － 3G

※代表回線利用データ量にも含まれます

合算

◇その他ご利用料金等〈計）
２

2 ユニバーサルサービス料/基本 1番号あたり2円のご請求となります 合算

◇決済サービス代金等（計）
？4月剣 660 ドｺﾓ払い/d払い(ご利用代金／継続課金) 4月請求分 非対象等

1｣793 spモード決済(料金回収代行／継続課金分） 4月請求分 内税

100
100 消費税等相当額（合計） 合算表示の料金合計x1o96

◇合計
3,555

3,555 計今日

＜NTTドｺﾓからのお知らせ＞

O継続利用期間は､ 3月末で 8年4か月となりました｡

○ポイントのお知らせ

3月ご利用分に対する獲得ポイントは､

(ポイント進呈の対象になるご利用金額は､

1ooです。

1 ． 0o2円です。 ）

※その他の藍得ポイントはWEBをご確認ください｡

Oステージのお知らせ

3月末のステージは、 3rdステージです｡

※ぞの他のステージ情報はWEBをご確認ください｡
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②（ ）×〃0 －ﾅ<<“& ＝／2坪ろ終學20ナノ8ﾕ9
，

ﾔ 内訳項目1 金額' （円),

古錘迩幽一一
内訳金額i (円): 、』

I

Au0UNTdEN〉

I

内訳等詳ホ
』

U 可

【DETAILS OF "BREAi ､Ⅷ｝ 吟

ご利用期間(3／1～3／31〉

税区分

(TAX)j､

＝一 、

◇基本使用料等(計)／4.480 ノ 5‘480 5Gギガホプレミア 3G日超 合算

、一一三 6ｧ350 (内訳) 5Gギガホプレミア

-1,000 (内訳)みんなドｺﾓ割 3回線以上

-170 <内訳） dカードお支払割

300 (内訳) spモード利用料

0 (参考）高速通信ご利用データ量は 8． gG 合算

-1,000 ドコモ光セット割 合算

一、

◇通話料.通信準ソ計） 】,829 、 129
■

5G.SMS通信料 3月ご利用分 合算

1

、 〆 / 1,700 かけ放題ｵブｼｮﾝ定額料 合算

〆

◇その他ご利用料金等（計）
2,122

300 留守番電話サービス利用料 合算

200 キャッチホン利用料 合算

100 メロディコール利用料 合算

－200 ｵプｼｮﾝバｯｸ割引料 (留守一ｷｬｯﾁｰメロディ･転送) 合算

100 my da l z/iｺﾝｼｴﾙ利用料 合算

380 ｽゴ得ｺﾝﾃﾝﾂ利用料 合算

400 クラウド容量オプション利用料(50GB) 合算

-3BO いちおしパック割引料 合算

200 あんしんｾｷｭﾘﾃｨ利用料 合算

1,000 ケータイ補償サービス(1 ， 000円コース） 合算

400 あんしん遠隔サポート利用料 合算

-380 あんしんパックモバイル割引 合算

50 ケータイお探しサービス利用料 合算

－50 ケータイお探しサービス割引斜 合算

２ ユニバーサルサービス料／基本 番号あたり2円のご請求となります 合算

～ 、

/ b,4uO

（

ノ 5,406

／

端末等代金分割支払金

こE貢不lまZUZごヰ1 1尺萌本辺暉、刀司又独立裁琿I生

目F】”ヒロ日切､ピコ回 ､ニー ローグ

16‘ 108円です｡

非対象等

、一
0 内､残価鐙は 180 BOO円です｡ 非対象等

◇決済サービス代金等（計）
1．463

825 ｺﾓ払い／d払い（ご利用代金／継続課金) 月請求分 非対象等

638 spﾓｰド決済(料金回収代行／継続課金分) 月請求分 内税

◇消費説等相当額(計）
843

843 消費税等相当額（合計） 合算表示の料金合計x1o96

◇合計
･ 16.143

16,143 合計

＜NTTｺﾓからのお知らせ＞

○継続利用期間は､ 3月末で

○ポイントのお知らせ

24年5か月となりました｡

3月ご利用分に対する獲得ポイントは､ 8ooです。

(ポイント進呈の対象になるご利用金額は､

※その他の獲得ポイントはWEBをご確認ください｡

8, 431円です｡ )

○ステージのお知らせ

3月末のステージは､ プラチナステージです｡

※その他のステージ情報はWEBをご確認ください｡
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＝螢等一二二三二ご利用期間(3／1～3／31）
一

◇基本使用料等（ﾛ+）
6.700

5,200

0

戸建・タイプA／西

(参考) plala利用

合算

合算

10500 ドｺﾓ光理舌バリュー基本使用料 480円の通騒料を含みます。

光電話晉号:0547-36－5700

合算

ー

◇通話料、通信料（計）
剣ワ

88 国内通話料 2月ご利用分
－

合算

合算合算
-56

0

蝉拡滴用甑

(参考）翌月ご購求分への光電話くりこし無料通匿分は

1月ご利用分からの繰越額は480円 .

480円です。 合算

合算合算◇その他ご利用料金等. （計）
3M

200

100

ダブルチヤネル

退加番号 1契約 合算

2 ユニバーサルサービス料／基本 1番号あたり2円のご請求となります 合算

2 ユニバーサルサービス料/基本(追加番号） 1番号あたり2円のご請求となります 合算

◇消費税等相当題（計）
703

7“ 消費税等相当額(合計) 合算表示の料金合計×10妬

角ノ／ｰ 、

◇合計
7,739 イ ブ,739 合箭

ー ノ

〆 ＜NTTｺﾓからのお知らせ＞

O継続利用期間は､ 3月末で 2年6か月となりました｡

Oｺﾓ光／戸建のご契約期間は3月末で

○ポイントのお知らせ

6か月となりました｡

二二 二二

3月ご利用分に対する獲得ボｲﾝﾄは､

(ボｲﾝﾄ進呈の対象になるご利用金額は､

難ての掴の担符不イントl＆wヒロざ上唯誕、ノーごし､回

7COです。

7， 036円です。 ）

Oステージのお知らせ

3月末のステージは､

※その他のステージ情報はWEBをご碇囲ください｡

3rdステージです。


